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株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：斎藤敏一）は、平成 16 年 

4 月 27 日開催の当社取締役会において、株主優待制度の変更に関し、下記のとおり決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．株主優待制度変更の趣旨 

現行の株主優待制度では、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の株主名簿及び実質株主

名簿に記載された所有株式数 1,000 株（1 単元）以上保有の株主 1 名様につき、一律 10

枚の優待券を贈呈しておりますが、平成 16 年 4 月 1 日より当社株式の売買単位を 1,000

株から100株に変更したことに伴い、本制度の贈呈基準に関して見直しを図るものです。 

 

２．贈呈基準        部分が変更点です 

 

現行 株主優待制度 新 株主優待制度 

所有株式数 1,000 株（1 単元）以上保有の

株主 1名様につき、一律 10 枚の優待券を 

贈呈します。 

所有株式数100 株（1 単元）以上保有の 

株主 1名様につき、下記のとおり優待券 

を贈呈します。 

100 株以上 200 株未満保有の株主   1 枚

200 株以上 300 株未満保有の株主   2 枚

300 株以上 400 株未満保有の株主   3 枚

400 株以上 500 株未満保有の株主   4 枚

500 株以上 600 株未満保有の株主   5 枚

600 株以上 700 株未満保有の株主   6 枚

700 株以上 800 株未満保有の株主   7 枚

800 株以上 900 株未満保有の株主    8 枚

900 株以上 1,000 株未満保有の株主 9 枚

1,000 株以上保有の株主    一律 10 枚

 

３．贈呈基準日 

平成 16 年 9 月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の皆様より、

新株主優待制度を導入いたします。なお、利用方法、有効期限、取扱店舗に関して変更

はございません。 

以 上 


